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�愛媛県告示第６３２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３１号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに新居浜市役所において告示の日か

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…５４０
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○ 監査結果に基づく措置の公表…………………………………………………………………………………………………………………………（監査事務局）…５４０

監査委員告示

○ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者等の告示………………………………………………………………………………………………（監査事務局）…５４６

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…５４６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

デジタル実装加速化プロジ
ェクト管理・運営業務（令
和５年３月３１日まで） 一
式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年４月１日
株式会社サムライインキ
ュベート
東京都港区六本木１－３
－５０

３７９，９０４，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

長谷川病院 四国中央市金生町下分１２
４９番地の１ 医療法人明生会

令和７年
５月３１日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第３１３号 令和４年６月７日

令和４年６月７日火曜日 第３１３号
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ら４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン新居浜 新居浜市新須賀町２
丁目５５５番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社アスティ
代表取締役
細田 信行

株式会社アスティ
代表取締役
矢口 靖司

令和２年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか２２者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１０者

令和４年
３月１日
ほか

フジ新居浜駅前店 新居浜市坂井町二丁
目甲３５８８番１ 外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ新居

浜駅前 フジ新居浜駅前店 平成２４年
３月１日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか４者

フジ本郷店 新居浜市本郷一丁目
８８９番１号 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称及び代表者
の氏名

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
株式会社大創産業
代表取締役
矢野 博丈

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
株式会社大創産業
代表取締役
矢野 靖二

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに西条市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン西条 西条市新田字北新田
２３５番地

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか１５者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１０者

フジ東予Ａ 西条市周布７１５番１
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか５者

フジ東予Ｂ 西条市周布７１３番１
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日
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大規模小売店舗において小売
業を行う者

フジ・ＴＳＵＴＡＹ
Ａ・エンターテイメ
ント株式会社
代表取締役
塩� 圭三
株式会社大創産業
代表取締役
矢野 靖二

株式会社宮脇書店
代表取締役
宮脇 範次
株式会社大創産業
代表取締役
矢野 靖二

平成３１年
４月２６日
ほか

パルティ・フジ西条玉津 西条市玉津５６４番１
外 大規模小売店舗の名称 フジ西条玉津店 パルティ・フジ西条

玉津
平成２５年
６月１７日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか５者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに四国中央市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ川之江店 四国中央市川之江町
１８９６番１他 大規模小売店舗の名称 ヴェスタ川之江 フジ川之江店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
釜崎 一豊

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普

フジ三島店
四国中央市三島中央
一丁目字陣屋１９２８－
１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称及び代表者
の氏名

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
ほか２者

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
ほか２者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見
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� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６３６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン今治 今治市東門町五丁目
８４０番地１１７ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか３０者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか２１者

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

フジ今治店 今治市小泉四丁目５
番１号 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ今治 フジ今治店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今

治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６３７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン松山 松山市宮西一丁目２
番１号 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか３９者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３８者

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

フジ夏目店Ａ 松山市夏目甲１００番 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ夏目
Ａ フジ夏目店Ａ 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか１者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３者

フジ夏目店Ｂ 松山市夏目甲７９番１
外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ夏目

Ｂ フジ夏目店Ｂ 平成２４年
３月１日

令和４年
５月１２日
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大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１者

フジ夏目店Ｃ 松山市夏目甲６７番１
外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ夏目

Ｃ フジ夏目店Ｃ 平成２４年
３月１日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社メディコ・
二十一
ほか２者

株式会社レデイ薬局
令和元年
７月３０日
ほか

フジ和気店 松山市和気町一丁目
６３７番地１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか２者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３者

フジ安城寺店 松山市安城寺町５７１
－１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者 株式会社フジ

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか２者

フジ姫原店 松山市姫原二丁目甲
３５４番 外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ姫原 フジ姫原店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者

住友信託銀行株式会
社
大阪府大阪市中央区
北浜四丁目５番３３号
代表取締役
常 陰 均

三井住友信託銀行株
式会社
東京都千代田区丸の
内一丁目４番１号
代表取締役
大山 一也

平成２４年
４月１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか７者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか６者

令和４年
３月１日
ほか

フジ松江店 松山市松江町５番３
外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ松江 フジ松江店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか５者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか４者

令和４年
３月１日
ほか

フジ北斎院店 松山市北斎院町６９８
－１ 外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ北斎

院 フジ北斎院店 平成２４年
３月１日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか３者

株式会社フジ・リテ
イリング

フジ高岡店 松山市高岡町４３２番
地１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称及び代表者
の氏名

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
豊田 結花

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
豊田 結花

フジ垣生店 松山市西垣生町２０７
番２ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか６者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか４者

フジ古川店 松山市古川北三丁目
１９番１４号 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ古川 フジ古川店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
株式会社あぼんりー
代表取締役
越智 俊充

フジ藤原店 松山市藤原二丁目８
番１ 外 大規模小売店舗の名称 藤原ショッピングセ

ンター フジ藤原店 平成２４年
３月１日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普
ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
小島 正之

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
中川 真行

令和４年
３月１日
ほか
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに伊予市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ伊予店 伊予市米湊字安広７２
８番地３

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか７者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか５者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか４者

フジ道後店 松山市道後町一丁目
１－１２ 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ道後 フジ道後店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか２者

フジ松末店 松山市松末一丁目４
番５号 大規模小売店舗の名称 ヴェスタ松末 フジ松末店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか３者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１者

令和４年
３月１日
ほか

フジ南�米店 松山市南�米町５３８
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称及び代表者
の氏名

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
ほか２者

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
ほか２者

パルティ・フジ衣山 松山市衣山１丁目１６
８番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか１者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか５者

パルティ・フジ平井 松山市平井町２２７３－
１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

フジ・ＴＳＵＴＡＹ
Ａ・エンターテイメ
ント株式会社
ほか３者

フジ・ＴＳＵＴＡＹ
Ａ・エンターテイメ
ント株式会社
ほか２者

令和３年
５月１日
ほか
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なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに東温市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ＤＣＭ
ダイキ重信店

東温市野田三丁目１
番１３号 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普
ＤＣＭ株式会社
代表取締役
石黒 靖規

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
ＤＣＭ株式会社
代表取締役
石黒 靖規

令和４年
３月１日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか２９者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３０者

令和４年
３月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに砥部町役場において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ砥部店 伊予郡砥部町重光２３
９ 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ砥部 フジ砥部店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか８者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか９者
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに砥部町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商工観光課並びに宇和島市役所において告示の日か

ら４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン北宇和島 宇和島市伊吹町字タ
カヒ甲９１２－２

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか６者

フジグラン北宇和島別棟 宇和島市伊吹町字上
井関甲１５１７－１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか２者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか２者

フジ吉田店 宇和島市吉田町東小
路甲１７５－３ 大規模小売店舗の名称 ヴェスタ吉田 フジ吉田店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称及び代表者
の氏名

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普

フジ宇和島店 宇和島市恵美須町二
丁目３番２８号

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか５者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか５者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第６４２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商工観光課並びに鬼北町役場において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ広見店 北宇和郡鬼北町近永
３９０番地

大規模小売店舗を設置する者
の住所及び代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普
ほか２者

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
ほか２者

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか６者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか４者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに鬼北町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商工観光課並びに愛南町役場において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ南宇和店 南宇和郡愛南町城辺
乙５４４番地 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ南宇

和 フジ南宇和店 平成２４年
３月１日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
株式会社宮田
代表取締役
宮田 雅之

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか３者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称
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ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室並びに八幡浜市役所において

告示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン北浜 八幡浜市北浜一丁目
１５９０－２４ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者 株式会社フジ

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか８者

フジ八幡浜店 八幡浜市江戸岡１２５２
－９ 大規模小売店舗の名称 （仮称）フジ八幡浜

店 フジ八幡浜店 平成２７年
７月１７日

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
九州フジパンストア
ー株式会社
代表取締役
川端 賢二

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八

幡浜支局商工観光室並びに八幡浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

アクトピア大洲 大洲市中村２４６番地
１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普
ほか２者

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
ほか２者

令和４年
３月１日
ほか

令和４年
５月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか１８者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか１７者
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八

幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ宇和店 西予市宇和町卯之町
４丁目６５４番地 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ宇和 フジ宇和店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか６者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか６者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八

幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６４７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室並びに内子町役場において告

示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ内子店 喜多郡内子町内子１４
４７番 外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ内子 フジ内子店 平成２４年

３月１日
令和４年
５月１２日
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�愛媛県告示第６４８号
令和４年５月２３日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

池 本 真 吾 愛媛県松山市 愛媛県松山市門田町
丙１３０番２ほか７筆 １９，１１７

２ 認可年月日

令和４年５月３０日

�������
�愛媛県告示第６４９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

町見加入区

�������
�愛媛県告示第６５０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成３０年６月愛媛県告示第５９９号）による保険

に付すべき義務は、令和４年６月６日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

町見加入区

�������
�愛媛県告示第６５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市庄内土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年６月７日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�������
�愛媛県告示第６５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市氷見土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年６月７日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�������
�愛媛県告示第６５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和４年６月７日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

就 任

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
山口 普
オリックス株式会社
代表執行役
井上 亮

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
オリックス株式会社
代表執行役
井上 亮

令和４年
３月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか４者

株式会社フジ・リテ
イリング
ほか３者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八

幡浜支局商工観光室並びに内子町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 嶋 津 多三市 八幡浜市真網代丙３６０番地７

〃 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 阿 部 松 訓 八幡浜市真網代丙２３７番地１

〃 古 能 彰 八幡浜市真網代丙７０２番地

〃 平 美 � 志 八幡浜市穴井３番耕地５１４番地
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公 告

退 任

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

サーベイメータ及びデジタル式警報線量計保守点検業務委託

� 委託業務名及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

令和５年３月２４日（金）まで

� 委託業務に係る成果品の納入場所

入札説明書等による。

� 入札方法

入札金額は、保守点検の対象となっているサーベイメータ及

びデジタル式警報線量計の保守点検費用の総額を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 「特定調達参加希望」の登録をしている者であること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 保守点検対象となっている上記機器について、保守点検を行

った実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県 県民環境部 防災局 原子力安全対策課

原子力防災グループ

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町４丁目４－２

電話 ０８９―９４１―２１１１ 内線２３４１

メールアドレス genshiryokuanzen@pref.ehime.lg.jp

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（https://www.pref.ehime.jp/）でのダウ

ンロード又は上記�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和４年７月１９日（火）午後１時３０分

愛媛県庁第一別館３階 災害対策室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の

５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指

定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代

えることができる。また、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県

規則第１８号）第１３７条の規定に該当する者については、入札

保証金の納付を免除することがある。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。ただし、愛媛県会計規則第１５４条

の規定に該当する者については、契約保証金の納付を免除す

ることがある。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査

申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、知事からの当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

ア 受付期間

令和４年６月７日（火）から令和４年７月１１日（月）午後

５時１５分まで

イ 受付場所

上記３�に掲げる場所
� 入札の無効

〃 楠 本 安 政 八幡浜市真網代丙３８３番地３

〃 松 本 真 次 八幡浜市真網代丙２４０番地２

〃 須 賀 成 人 八幡浜市穴井３番耕地２１５番地１

〃 中 廣 光 孝 八幡浜市穴井３番耕地７５０番地２０

〃 治 京 与三郎 八幡浜市穴井３番耕地６１８番地

監 事 松 田 幾 弘 八幡浜市真網代乙３３４番地

〃 佐々木 正 高 八幡浜市真網代丙２４３番地２

〃 二 宮 賢 二 八幡浜市保内町宮内２－６４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 嶋 津 多三市 八幡浜市真網代丙３６０番地７

〃 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 佐々木 正 高 八幡浜市真網代丙２４３番地２

〃 阿 部 松 訓 八幡浜市真網代丙２３７番地１

〃 古 能 彰 八幡浜市真網代丙７０２番地

〃 井 上 佐喜男 八幡浜市穴井１番耕地３５番地

〃 平 美 � 志 八幡浜市穴井３番耕地５１４番地

〃 松 本 真 次 八幡浜市真網代丙２４０番地２

〃 須 賀 成 人 八幡浜市穴井３番耕地２１５番地１

〃 治 京 与三郎 八幡浜市穴井３番耕地６１８番地

監 事 大 野 靖比公 八幡浜市真網代丙６７０番地

〃 松 田 幾 弘 八幡浜市真網代乙３３４番地

〃 入 口 和 浩 八幡浜市日土町５番耕地７３番地
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監 査 公 表

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効と

する。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Ｓurvey

meters and Electronic Pocket Dosimeters maintenance

outsourcing

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，１９ July２０２２

� For further information，please contact： Nuclear Safety

Measures Division， Public Affairs and Environment

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０，Japan

TEL ＋８１―８９―９４１―２１１１ Ext．２３４１

Mail genshiryokuanzen@pref.ehime.lg.jp

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和４年５月２６日あったので公表する。

令和４年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 令和４年度夏季一時金に関する事項

２ 日時 令和４年６月１１日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�公表第７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和４年６月７日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 兵 頭 竜

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局
今 治 土 木 事 務 所

令和３年７月３０日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（３件）し、相手方車両

及び当該車両の毀損があった。

（措置の内容）

当事務所では令和２年４月下旬から６月中旬にかけ、ごく短い期間に

職員の不注意を原因とする公用車による事故が３件発生したため、以下

の措置を行った。

●運転業務の負担軽減

技術主任２名の運転する公用車の利用を促進するため、職員自らが庁

内ＬＡＮ回覧板上の「運転手予約簿」に予定を書き込むことにより、職

員自らの運転機会を減少させ、運転業務の負担を軽減させた。

●職員に対する安全運転研修等

毎朝の朝礼において、朝礼当番が「安全運転」に努めるよう促すとと

もに、管理課主幹が副安全運転管理者講習受講後、所内職員全員に対し、

「安全運転に必要な知識」を周知徹底する職場研修を実施、交通法規の

遵守と、より一層の安全運転の徹底を促した。

こうした取組により、当事務所では、令和２年６月中旬の事故を最後

に公用車による事故は発生していない。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局
建 設 部

令和３年７月１６日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両の

毀損があり、県に多額の損害（６７９，６５７円）を与えた。

（措置の内容）

職員が公用車を運転する機会が非常に多い職場であることから、平素

から職員に対して交通法規の遵守及び交通事故防止についての注意喚起

を行っているが、なお一層安全運転の徹底を促し、交通事故の防止に努

めることとしたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局
� 万 高 原 土 木 事 務 所

令和３年７月１６日

（監査の結果）

収入未済の工事請負契約の解除に伴う違約金及び前払金余剰額に対す

る利息について、適切に債権管理されたい。

（違約金）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２７０，１００ 令和２年度決算による

（利息）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２４７，８８５ 令和２年度決算による

（措置の内容）

平成２６年度違約金及び過払前払金返還利息の納入義務者から、平成２６
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年６月２７日に工事続行不能届の提出があり、同日、工事請負契約を解除

した。

その後、平成２６年９月１１日、管轄の裁判所において破産手続が開始さ

れたため、平成２７年１月３０日付けで、当該収入未済を破産債権として届

出書を提出していたところ、平成２８年９月２２日付けで費用不足により破

産手続廃止決定が確定した。

今後とも、愛媛県債権管理マニュアルに基づく適切な債権管理を行い

たい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局
大 洲 土 木 事 務 所

令和３年７月１２日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（３件）し、相手方車両

及び当該車両の毀損があった。

（措置の内容）

職員が公用車を運転する機会が非常に多い職場のため、平素から機会

を捉え、職員に対し交通法規の遵守と交通事故に気を付けるよう注意喚

起を行っている。

今年度は職員に対して、公用車運転時の心構えと安全運転について、

職場研修等により周知徹底を図るとともに、車両へのバックモニターの

取付けを進め後方不注意による事故防止に努めた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局
八 幡 浜 土 木 事 務 所

令和３年７月１２日

（監査の結果）

県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １２３，８００ ０ １２３，８００

元年度 ８０，１００ ０ ８０，１００ 金額は各年度
の決算による

差引増減 ４３，７００ ０ ４３，７００

（措置の内容）

令和元年度から令和２年度に繰り越された８０，１００円については、令和

２年度中に、令和２年度末に新たに発生した収入未済額１２３，８００円につ

いては、令和３年度６月までに行った督促により、全額解消した。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 令和３年５月１０日

（監査の結果）

１ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ５５６，２９８ ２，０２５，１６６ ２，５８１，４６４

元年度 ７１９，９２７ ２，３４２，７０６ ３，０６２，６３３ 金額は各年度
の決算による

差引増減 △１６３，６２９ △３１７，５４０ △４８１，１６９

２ 寝具等の使用料等について、事前調定の認識不足により、納付され

るまで未調定（最長５か月以上）となっており、結果として、調定日

が適正でないものや予備監査時に未調定のものがあった。今後は、愛

媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例に基づき適正に納付

させるとともに、適切な債権管理を行うこと。

（措置の内容）

１ 子ども療育センター利用料金については、保護者等に対し、施設サ

ービス利用の契約締結の際に、利用料金自己負担の制度を十分説明す

るなどして、納期限内の収入確保に努めた。また、滞納となった者に

ついては、督促状・催告書の送付や電話催告のほか、来所の機会（夜

間・休日を含む）による直接面談を行い、早期納入について指導する

など収入未済額の縮減に努めた。

今後とも、利用料金の適期収入に留意するとともに、収入未済額の

縮減については、保護者等との連絡を密にするなど収入の確保に一層

努めたい。

区 分

収入未済額（円）

令和３年度
への繰越額
（令和２年
度末現在）

令和３年９
月３０日現在 差引増減 備 考

滞
納
繰
越
分

～令和元年度分 ２，０２５，１６６ １，６３２，０４６ △３９３，１２０

令和２年度分 ５５６，２９８ ５４５，９９８ △１０，３００

計 ２，５８１，４６４ ２，１７８，０４４ △４０３，４２０

２ 子ども療育センター使用料に関する取扱いを定め、使用料を予め決

定することが難しい場合は、連続して宿泊等した退所日において確定

した使用料を一括して利用者に納付（後納）させることとした。使用

料の確定が休館日に当たる場合は、その翌開館日に使用料金額の調定

をし、適切な債権管理を行うこととした。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 令和３年８月２７日

（監査の結果）

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ５９７，０００ １，１５２，０００ １，７４９，０００

元年度 １，２３６，０００ ２，３７８，０００ ３，６１４，０００ 金額は各年度
の決算による

差引増減 △６３９，０００ △１，２２６，０００ △１，８６５，０００

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １２５，７００ １７５，４２６ ３０１，１２６

元年度 ２１４，２００ ４６４，０２６ ６７８，２２６ 金額は各年度
の決算による

差引増減 △８８，５００ △２８８，６００ △３７７，１００

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。
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調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

平成１７年度、
平成１９年度及び
令和元年度

３者 １，４９６，７５４ 令和２年度決算に
よる

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、相手方

車両及び当該車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 放置違反金について、納付期限内の収入確保と収入未済額の縮減に

向けた対策として、封筒の色を変えた督促状や催告書の送付のほか、

電話による催告、滞納者の住居地や勤務地へ直接赴いての面接・所在

調査等の訪問による催告、会計員の直接訪問による現金徴収、財産調

査に基づく預金口座の差押え、保険契約照会に基づく生命保険の差押

え及び滞納者の勤務先に対する給料差押え勧告等により、積極的な回

収を実施した結果、令和元年度未収金３，６１４，０００円のうち、令和３年

３月末日までに２，４６２，０００円を回収し、収入未済額の縮減に努めた。

今後も訪問による催告活動、所在不明者の追跡調査及び差押え等の

滞納処分を積極的に実施し、収入未済額の縮減に努める。

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、納付期限内の収入確保

と収入未済額の縮減に向けた対策として、封筒の色を変えた督促状や

催告書の送付のほか、電話による催告、滞納者の住居地や勤務地へ直

接赴いての面接・所在調査等の訪問による催告、会計員の直接訪問に

よる現金徴収、財産調査に基づく預金口座の差押え、保険契約照会に

基づく生命保険の差押え及び滞納者の勤務先に対する給料差押え勧告

等により、積極的な回収を実施した結果、令和元年度未収金６７８，２２６

円のうち、令和３年３月末日までに４８９，６００円を回収し、収入未済額

の縮減に努めた。

今後も訪問による催告活動、所在不明者の追跡調査及び差押え等の

滞納処分を積極的に実施し、収入未済額の縮減に努める。

３ 損害弁償金の収入未済額のうち、平成１７年度調定分（収入未済額

４２４，０００円）については、平成１７年１０月発生の拾得金詐欺事件に係る

損害弁償金であり、令和２年度までに損害弁償金５１９，０００円のうち

９５，０００円を収納しているが、所在調査の結果、令和２年３月に収監先

の刑務所において死亡していることが判明した。

現在は法定相続人の調査を実施しているが、調査の結果次第では、

債権放棄も視野に検討を行う予定である。

平成１９年度調定分（収入未済額３８５，０００円）については、平成１９年

６月発生の本部庁舎損壊に係る損害弁償金であるが、令和２年度まで

に損害弁償金９２４，０００円のうち５３９，０００円を収納している。

令和３年６月に実施した債務者との面接においては、損害弁償金の

返済意思がある旨述べているものの、新型コロナウイルスの影響によ

り離職したため、現在は無職状態であり、直ちに納付することが困難

な状況であることが確認されたため誓約書を徴収したが、今後も継続

的に連絡を取りつつ、可能な限り早期の収納に努める。

令和元年度調定分（収入未済額６８７，７５４円）については、平成３０年

６月発生の公用車両損壊に係る損害弁償金である。

債務者は、事件発生後に現場から逃走していたが、愛知県警察にお

いて逮捕され、刑務所へ収監されたことから、面接して返済を求めた

ものの、損害賠償金の請求に応じない状況にあるため、今後も債務者

の在所状況を随時確認しながら、支払催促を継続し、早期の収納に努

める。

４ 職員の交通事故防止対策は、警務部教養課教養・運転指導係により、

○ 専門知識を有する職員による交通事故防止教養等の実施

○ 初任科生に対する運転教養、二輪車運転指導・検定の実施

○ 警察車両運転免許受検者に対する教養・訓練の実施

○ 交通事故を惹起した職員に対する教養・実技講習の実施

○ 職員の交通事故防止意識の高揚を図るため、交通事故発生状況と

特徴の分析に基づく定期的な教養資料の作成・発出

などの諸対策を推進している。

特に、不注意による事故が多発していることから、職員一人一人に

交通事故防止への意識及び運転時の緊張感を持たせるため、各所属に

安全運転指導者を指名し、教養課教養・運転指導係と連携を取りなが

ら、本部主導の事故防止対策だけでなく、各所属においても安全運転

指導者が中心となって

○ ＫＹＴ（危険予測トレーニング）動画を使用した教養

○ 若手職員に対する運転訓練

○ 事故惹起者に対する面接教養・運転訓練・同乗指導等の早期実施

など、交通事故防止意識の醸成と技術指導を目的とした、事故防止対

策を実施している。

さらに、職員事故の傾向や所属の運転講習実施状況などを基に、特

に注意して指導するテーマを設けて対象者を選定のうえ、免許センタ

ーの試験コースを使用し、教養内容を変更しながら、交通事故防止研

修会として的を絞った運転講習を年間通じて実施している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

四 国 中 央 警 察 署 令和３年２月１０日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車両

の毀損があった。

（措置の内容）

職員の交通事故防止対策は、警察本部警務部教養課により実施されて

いるものも含め、事故発生時には、当事者に対して個別指導を行うとと

もに、日頃から朝礼等で署幹部職員が交通事故防止について指導し、全

署員の交通事故防止の意識向上を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 警 察 署 令和３年３月２９日

（監査の結果）

収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７８９，９３１ 令和２年度決算による

（措置の内容）

損害弁償金の収入未済額については、平成１８年６月に発生した公用車

両損壊に係る損害弁償金であるが、令和２年度までに損害弁償金７９９，９３１

円のうち１０，０００円を収納している。

債務者は一時所在不明となったが、所在確認を続けた結果、平成２９年

７月から刑務所へ収監されていることが判明し、平成３０年９月、収監先

である刑務所へ支払催促通知及び支払誓約書を郵送し、支払誓約書を徴

収した。

債務者は納付の意思はあるものの、収監中のため納付は困難であると

のことから、出所後における債権の収納を見据え、支払誓約書を定期的

に徴収し、債務の承認による消滅時効の中断措置を実施している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

伯 方 警 察 署 令和３年２月１５日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、相手方車

両及び当該車両の毀損があった。
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（措置の内容）

職員の交通事故防止対策は、警察本部警務部教養課により実施されて

いるものも含め、次の施策を積極的に取り組んでいる。

� 事故防止教養の徹底

全署員に対する事故防止意識の浸透を目的とし、各種機会を通じ

継続した教養を実施している。

○ 朝礼や幹部会議での幹部による天候や行事に応じたタイムリー

な交通事故防止教養

○ 朝礼スピーチでの署員による経験に基づく注意喚起

○ 拡大幹部会での小集団検討会

○ 交通事故防止資料の電子回覧

� 事故防止訓練等の実施

運転技術向上を目的とし、実際の公用車や装備資機材を使用した

実践的な訓練及び教養を全署員に実施している。

○ 冬季におけるスタッドレスタイヤ装着時の留意点指導教養

○ 高速道路上の事故を想定した発炎筒使用訓練及び交通規制訓練

○ 警察本部教養課教養・運転指導係の指導員を招へいし、自動車

運転訓練を実施

� 同乗者による運転者への注意喚起促進

同乗者の緊張感や注意力の保持を目的とし、パトカーの助手席ダ

ッシュボード上に、注意喚起シールを貼付し、同乗者による運転者

への注意喚起を促進している。

� 車両点検の徹底

車両の適正管理を目的とし、朝礼終了後、車両責任者等による公

用車両の日常点検を徹底している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 東 警 察 署 令和３年２月１５日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 ２者 ８２，４２２ 令和２年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、相手方

の人的被害があったほか、相手方車両、相手方工作物及び当該車両の

毀損があった。

（措置の内容）

１ 損害弁償金の収入未済額のうち２８，０８０円については、平成２９年５月

に発生した松山東警察署庁舎損壊に係る損害弁償金である。

債務者との面接において、口頭では返済の意思を述べるものの、未

だ納付に至っておらず、債務者自身が入院するなどしていることから、

今後も継続的に連絡を取りつつ、可能な限り早期の収納に努める。

損害弁償金の収入未済額のうち５４，３４２円については、平成２８年１１月

に発生した公用車両損傷に係る３債務者を有する損害弁償金であるが、

令和２年度までに損害弁償金５２１，７０４円のうち４６７，３６２円を収納してい

る。

平成３０年３月に締結した、法定代理人である親権者を含めた債務弁

済契約に基づく債権管理を行った結果、令和３年１１月末時点で、

○ 債務者甲の損害弁償額２０８，６８１円については、全額収納済

○ 債務者乙の損害弁償額２０８，６８１円については、全額収納済

○ 債務者丙の損害弁償額１０４，３４２円のうち、５０，０００円収納済、残額

５４，３４２円

となっている。

今後も継続的に連絡を取りつつ、可能な限り早期の収納に努める。

２ 職員による警察車両の交通事故防止については、警察本部警務部教

養課により実施されているものも含め、次の施策を実施している。

� 指導教養の徹底

幹部会議等において、天候・季節に応じた交通事故防止、職員の

交通事故発生状況事例、事故形態分析による再発防止、防衛運転の

励行を継続教養している。

� 実践的な事故防止訓練等の実施

若手警察官を対象として、安全運転に必要な知識・技能の習得を

目的とした運転実技訓練を実施している。

� 交通事故再発防止対策の実施

交通事故を惹起した職員に対し、再発防止対策として実技訓練の

実施、再発防止に向けた自己方策の作成等を行い、当事者自身に事

故の原因となった行動やこれまでの運転方法について、自ら考えさ

せている。

� 車両点検の徹底

ドライブレコーダーを含めた日常点検整備の徹底を実施し、運転

者自身の安全意識の向上を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 西 警 察 署 令和３年３月１８日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、相手方車

両及び当該車両の毀損があった。

（措置の内容）

職員による警察車両の交通事故防止については、警察本部警務部教養

課により実施されているものも含め、次の施策により事故防止を図って

いる。

� 事故防止教養の徹底

朝礼等において、幹部職員から、事故の発生状況、天候や季候に

あわせた具体的な交通事故防止についての指示を実施している。

� 事故を起こした職員に対する教養の実施

再発防止を図るため、幹部面接、自己方策（レポート）の提出、

公用車を利用した実技指導、指導員が同乗する同乗指導、係全員に

よる小集団検討会などの教養を実施した。

� 若手警察官に対する運転訓練等

警察学校を卒業し配属された若手警察官に対し、二輪車の特性や

整備の重要性の教養、二輪・四輪車の走行訓練、降車誘導訓練を実

施した。

� 定例研修会における交通事故防止教養の実施

公務中における交通事故防止をテーマに集団討議を行い研修会に

おいて発表を実施、運転補助者の安全確認、後退時の降車誘導の実

践教養を実施した。

� 車両点検の徹底

運転前に車両の日常点検を実施し、正常な状態で安全に運転がで

きるようにしている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 南 警 察 署 令和３年２月１５日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ７１０，８２２ 令和２年度決算による



愛 媛 県 報令和４年６月７日 第３１３号

５４４

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（４件）し、当該車両

の毀損があった。

（措置の内容）

職員の交通事故防止対策は、警察本部警務部教養課により実施されて

いるものも含め、次の施策により事故防止を図っている。

� 交通事故防止教養の徹底

朝礼や定例研修会等、署員が集まる機会を捉えて、雨天時、薄暮

期など天候や季節特有の気象状況に応じた事故防止教養を繰り返し

行うことで指示の徹底を図るとともに、職員の事故防止への注意喚

起のため、必要な都度、教養資料を発出し、自己防衛運転に対する

安全意識の高揚に努めた。

� 実践型の交通事故防止訓練の実施

採用後間もない若手職員に対し、二輪車や四輪車への運転要領の

実地訓練を行い、運転技術の早期習得及び安全運転に対する意識の

向上を図った。

� 車両運転訓練の実施

署の安全運転指導者が、署員に対し、交通事故及び受傷事故防止

を意識した運転要領等について教養を実施し、狭所における車両感

覚の醸成、ハンドル操作、方向転換に対する運転技能の習得を図っ

た。

� 車両運行前点検の実施

日常点検の重要性を再認識するため、車両運行前に、車両の灯火

装置等の確認、タイヤ周りの点検など基本点検を確実に実施し、車

両の適正管理に努めている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

宇 和 島 警 察 署 令和３年３月１８日

（監査の結果）

収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 １７５，０００ 令和２年度決算による

（措置の内容）

損害弁償金の収入未済額については、平成２３年６月に発生した公用車

両損壊に係る損害弁償金であるが、令和２年度までに損害弁償金３８４，６５７

円のうち２０９，６５７円を収納している。

債務者に対しては電話及び書面による支払催促を行っており、毎年、

少額ではあるが損害弁償金を納付しているが、今後も継続的に連絡を取

りつつ、可能な限り早期の収納に努める。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 令和３年６月１５日

発 電 工 水 課 令和３年６月１５日

県 立 病 院 課 令和３年６月１５日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 令和３年６月９日

今治地区工業用水道管理事務所 令和３年６月９日

西条地区工業用水道管理事務所 令和３年６月１４日

中 央 病 院 令和３年６月１５日

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、相手方

車両及び当該車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 損害弁償金の収入未済額については、平成２７年２月に発生した公用

車両損壊に係る損害弁償金である。

債務者は返済に応じないまま刑務所へ収監され、その後も別の刑務

所への移監を繰り返していたが、令和元年１０月に刑務所を出所してい

たため、所在確認を行ったものの、令和２年４月に再度刑務所へ収監

されていることが判明したことから、収監先である刑務所へ支払催促

通知及び支払誓約書を郵送し、支払誓約書を徴収した。

その後、刑期満了により収監先を出所したものの、別事件により再

度収監されているため、損害弁償金を納付できる状況にないが、今後

も継続的に連絡を取りつつ、可能な限り早期の収納に努める。

２ 職員による警察車両の交通事故防止については、警察本部警務部教

養課により実施されているものも含め、次の施策を実施している。

� 事故防止教養の徹底

幹部会議において署長、副署長から各課長へ、各課長から課員へ

と悪天候時の運転や最近の交通事故発生状況、事故形態や原因等を

踏まえ、防衛運転や交通事故の再発防止教養を継続して実施してい

る。

また、交通事故防止ポイント等を掲載した教養資料を適宜作成し、

電子回覧している。

� 事故防止意識の高揚

公用車に事故防止注意喚起シールを貼付するなどして浸透を図っ

ている。

また、交通事故防止に関するテーマでの小集団検討会を行うなど、

職員の交通事故防止意識の高揚を図っている。

� 事故防止訓練等の実施

署独自教養として、若手職員等を対象とした四輪車及び二輪車の

運転訓練（車両の死角や基本的な心構え、運転時に注意すべき点の

教養）を行い、職員の運転技能の向上を図っている。

� 車両点検の実施

車両責任者等による公用車両の日常点検を実施し、実施簿へ記録

するなど、車両の適正な管理を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

伊 予 警 察 署 令和３年２月１０日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（２件）し、相手方の

人的被害があったほか、相手方車両及び当該車両の毀損があり、県に多

額の損害（１，２１８，９３０円）を与えた。

（措置の内容）

職員の交通事故防止対策は、警察本部警務部教養課により実施されて

いるものも含め、幹部会議及び定例研修会を含めた職場教養等のあらゆ

る機会において、次のような教養を実施している。

○交通事故防止教養事例

お粗末事故の絶無、後退時の後方確認の徹底、異動期における交通事

故防止、緊張感を持った運転、雨天時の事故防止、安全確認及び車両確

認の徹底、事故防止の声掛け励行、事故を起こした場合の対応方法等

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

大 洲 警 察 署 令和３年３月１８日
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今 治 病 院 令和３年６月９日

南 宇 和 病 院 令和３年６月９日

新 居 浜 病 院 令和３年６月１４日

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

松山・松前地区工業用水道事業については、給水能力と同量の契約

給水量を確保しており、経営成績は安定している。

今治地区工業用水道事業についても、実績給水率（契約給水量に対

する実績給水量の比率）は低調であるものの、給水能力と同量の契約

給水量を確保しており、経営成績自体は安定している。

また、西条地区工業用水道事業については、前年度に引き続き純利

益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると１９５億円の借

入残高があり、依然として厳しい財政状態にあることから、企業立地

の促進支援や既受水企業等への売水促進活動の一層の強化等による新

たな水需要の開拓に一層努めるとともに、厳しい財政状態に鑑み、引

き続き事業運営の合理化・効率化に取り組み、経営基盤の安定化に努

められたい。

２ 病院事業

� 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当年度の患者数は前年度

と比較して大幅に減少し、医業損失は増加しているものの、感染症

指定医療機関である中央病院・新居浜病院を中心に新型コロナウイ

ルス感染症に積極的に対応した結果、病床確保に対する国の財政支

援等により総収益は増加した。その結果、純利益については、赤字

であった前年度を７億３６４万円上回り、４億５，９４３万円と大幅な黒字

回復に至っている。

しかしながら、累積欠損金は２０３億円に上り、企業債３０１億円や一

般会計等からの長期借入金８７億円など、負債が資産を上回る債務超

過の状況になっており、依然として厳しい財政状態が続いている。

病院事業を取り巻く環境は、医師不足などを背景に厳しい状況に

あると思われるが、中央・今治・南宇和・新居浜の４病院が、国の

医療制度改革や本県の地域医療構想を踏まえながら、地域の中核病

院として高度で良質な医療を安定的に供給するとともに、引き続き

経営健全化に取り組まれたい。

� 個人医業未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き

努められたい。

（令和３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中 央 病 院 １３７，６５８，２０５ ６１，１７１，２１４ １９８，８２９，４１９

今 治 病 院 １６，９０５，１８２ １４，３１１，３２１ ３１，２１６，５０３

南 宇 和 病 院 ７，１０１，５７４ ２，３１９，４８０ ９，４２１，０５４

新 居 浜 病 院 ２２，３０６，６８２ １１，９８３，３２５ ３４，２９０，００７

計 １８３，９７１，６４３ ８９，７８５，３４０ ２７３，７５６，９８３

� 医業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、一層努めら

れたい。

（令和３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中 央 病 院 ４０３，５０９ ２，８３７，０２７ ３，２４０，５３６

今 治 病 院 ４３，６５０ ５７，０５０ １００，７００

南 宇 和 病 院 ５９，２２０ ３３，４９０ ９２，７１０

新 居 浜 病 院 ２５２，５６９ ５４５，１６７ ７９７，７３６

計 ７５８，９４８ ３，４７２，７３４ ４，２３１，６８２

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

西条地区工業用水道事業については、経営基盤の安定化を図るため、

県や地元市の企業立地所管部署とも連携した「西条地区工業用水売水

促進班」の活動を通じ、引き続き工業用水の需要拡大に努めていると

ころであり、今後も事業が安定的に継続できるよう取り組んでまいり

たい。

２ 病院事業

� 県立病院の経営状況は、３０年度決算が９年ぶりの赤字となったこ

とを重く受け止め、令和元年度に各病院に副院長をトップとするプ

ロジェクトチームを設置し、増収及び費用削減の両方の側面から経

営改善に取り組んでおり、令和２年度以降も、新型コロナウイルス

感染症に積極的に対応しながらも、経営改善の取組みは継続してい

るところである。

増収の取組みとしては、中央病院において、認定看護師や社会福

祉士等の必要な人員確保に取り組んだことによる総合入院体制加算

のランクアップや、新たに地域医療体制確保加算を算定開始、また

費用削減の取組みとしては、医薬品や診療材料について、病院・本

局が一体となって価格交渉したことによる調達コストの削減や、各

病院で個別契約していた放射線機器の保守を本局での一括契約へ変

更し費用の削減を図ったところである。

一方、全国的な医師不足が続いているほか、各医療圏域では、地

域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備、調整が図られているが、

県立病院は各圏域における中核病院として、高度で良質な医療を提

供していくために、今後も必要な機能の強化を図ることとしており、

圏域ごとに異なる医療資源や医療需要の動向を踏まえ、平成２８年３

月に「愛媛県立病院中期経営戦略」を策定、令和３年３月にはそれ

を継承した「第２次愛媛県立病院中期経営戦略」を策定し、新たに

新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症医療の強化、働き

方改革への対応等を盛り込み、県立病院が各圏域の中核病院として

求められる役割を果たしつつ、健全経営の確保に努めているところ

である。

� 令和３年度は、病院からの文書・電話による積極的な催告（４病

院で延べ４，０００回以上）や弁護士法人への回収業務の委託により早

期回収に努めるとともに、権利放棄の議決を経て不納欠損処理によ

り債権整理を行った。

今後とも、各病院や回収業務を委託している弁護士法人と連携を

図るとともに、他県における効果的な取組みも参考にしながら、早

期回収に努めたい。

（令和４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

令和３年３月
３１日現在の未
収金

中 央 病 院 ９２，１４５，７２０ ５７，９７７，７４９ １５０，１２３，４６９ １９８，８２９，４１９

今 治 病 院 １４，２２８，３５０ １５，４４３，７５７ ２９，６７２，１０７ ３１，２１６，５０３

南宇和病院 ６，３５９，７６０ １，８８８，８５０ ８，２４８，６１０ ９，４２１，０５４

新居浜病院 ２２，６７４，４９１ １１，４９３，６９５ ３４，１６８，１８６ ３４，２９０，００７

計 １３５，４０８，３２１ ８６，８０４，０５１ ２２２，２１２，３７２ ２７３，７５６，９８３

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、各病院や回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図るなどして、早期回収

に努めたい。

（令和４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

令和３年３月
３１日現在の未
収金

中 央 病 院 ３５７，３９４ ３，７７６，５４０ ４，１３３，９３４ ３，２４０，５３６

今 治 病 院 ３６，５７０ １６８，４４０ ２０５，０１０ １００，７００
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５４６

監査委員告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

令和４年６月７日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 兵 頭 竜

�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和４年６月７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

南宇和病院 ７２，２２０ ２９，７００ １０１，９２０ ９２，７１０

新居浜病院 ２７１，１０６ １３４，２８０ ４０５，３８６ ７９７，７３６

計 ７３７，２９０ ４，１０８，９６０ ４，８４６，２５０ ４，２３１，６８２

包 括 外 部 監 査 人 木 本 敦 の

監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

吉 田 直 輝 愛媛県今治市波方町西浦甲３３
６９番地１

令和４年６月７日から
令和５年３月３１日まで

高須賀 経 愛媛県松山市柳井町２丁目７８
番地６

令和４年６月７日から
令和５年３月３１日まで

改 正 後 改 正 前

１～５ 省略

６ 保護施設

１～５ 省略

６ 保護施設

名称 所在地 指定年月日 名称 所在地 指定年月日

社会福祉法人松山隣保館救護施設丸

山荘

省略 社会福祉法人松山隣保館丸山荘 省略

省略 省略

令和４年６月７日 発行


